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百
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告
　
　
　
示
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第
八
百
八
十
五
号

－

八
百
八
十
六
号
）

○
福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　

 

（
経
営
技
術
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出

資
法
人
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　

 

（
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民
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報
広
報
課
）
…
…
…
…
…
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福
岡
県
告
示
第
八
百
八
十
五
号

　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　
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洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
五
年
三
月
福
岡
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
表
五
〇
人
の
部
野
菜
の
項
中
「
一
五
人
」
を
「
二
〇
人
」
に
改
め
、
同
部
花
き
の
項
中
「

一
〇
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

平
成
二
十
五
年
度
以
前
に
入
学
し
た
者
へ
の
改
正
後
の
福
岡
県
農
業
大
学
校
学
則
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

福
岡
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号

　

福
岡
県
情
報
公
開
条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
出
資
法
人
（
平
成
十
三

年
七
月
福
岡
県
告
示
第
千
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　

「
財
団
法
人
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を
「
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に

、
「
財
団
法
人
福
岡
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
」
を
「
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
」
に

、
「
財
団
法
人
福
岡
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
」
を
「
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
生
活
衛
生
営
業

指
導
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
財
団
法
人
福
岡
県
環
境
保
全
公
社
」
を
「
公
益
財
団
法
人
福
岡
県
リ
サ
イ
ク

ル
総
合
研
究
事
業
化
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
財
団
法
人
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
」
を
「
公
益
財
団

法
人
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
」
に
、
「
財
団
法
人
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
を
「
公

益
財
団
法
人
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
財
団
法
人
福
岡
県
下
水
道
公
社
」
を
「
公
益

財
団
法
人
福
岡
県
下
水
道
管
理
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。


